
◎行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律 
（令和七年五月二三日法律第三八号）   

一、提案理由（令和七年四月一五日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形

成に関する特別委員会） 

○平国務大臣 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用

や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的と

するものであります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイ

ナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計

士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の

製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ず

ることとしております。 

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

七年四月一八日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政

策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上

げます。 

 本案は、行政手続における国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、マ

イナンバーの利用が可能な国家資格に関する事務等を拡大すること等の措置を講ずるも

のであります。 

 本案は、去る四月十五日本委員会に付託され、同日平デジタル大臣から趣旨の説明を

聴取いたしました。次いで、十七日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いた

しましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき



を期すべきである。 

一 マイナンバーの利用事務の拡大に当たっては、令和六年五月に国会及び内閣に提出

された会計検査院からの「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の

実施状況について」の報告及び同報告を受けて行われた調査の結果を踏まえて、情報

連携の実施における地方公共団体の事務負担の更なる軽減に努めること。また、現時

点において情報照会の利用が少ない事務についても、情報照会の実施により国民に対

し添付書類の省略といったメリットがあることから、事務の実態等に合わせて適切な

助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。 

二 国家資格等のオンライン・デジタル化に際しては、都道府県、士業団体その他の資

格管理者等において、国家資格等情報連携・活用システムの利用に向けた各種対応が

必要となることに鑑み、資格管理者等における負担軽減のための各種支援を国におい

て講ずること。 

三、参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員長報告（令和七年五月

一六日） 

○山田太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル

社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、マイナンバーを

利用できる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事

務等を追加するとともに、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等が

できる事務の規定を整備しようとするものであります。 

 委員会におきましては、国家資格等のオンライン・デジタル化による効果、マイナン

バー制度に対する懸念への対応、マイナンバー活用に向けた今後の取組等について質疑

が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の伊藤委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


